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雇用ガイドライン」の策定

一般の家庭内で職業として行われる家事労働は、個人がそれ

ぞれの事情に合わせて柔軟に働くことができる働き方として、近年、

社会的な関心が大きくなっています。個人宅に出向き、家庭と直

接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使

用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除

外とされています。

独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把

握のためのアンケート調査」※1 （令和5年9月公表）によれば、業
務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラプル

が発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないな

どの問題が一部にあることが分かりました。家事使用人は、家政

婦（夫）紹介所を通じて、それぞれの家庭のもとで働くケースが多
いのですが、家政婦（夫）紹介所は家庭に家事使用人を紹介し、

雇用関係の成立をあっせんする機関であり、雇い主は、あくまでも

家庭となります。しかし、雇い主であるという認識が十分ではない

ケースも一部に見られます。

こうした実態を踏まえ、令和6年2月8日、厚生労働省では委託

事業として「家事使用人の耀用ガイドライン」の策定を行い、公表

を行いました※2。このガイドラインでは、家事使用人の労働契約
の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて、

必要な事項が示されています。

淳生労働省では、このガイドラインを、家事使用人を雇う家庭、

家事使用人本人および家政婦（夫）紹介所など、関係者に参照し

てもらい、家事使用人が働きやすい環境の確保がなされるよう周

知を図っていくこととしています。

図「家事使用人の
雇用ガイドライン」の内容

ガイドラインの構成は、基本的な考え方、家事使用人を雇用す

る際の留意事項、家政婦（夫）紹介所の留意事項となっており、

労働契約書の記載例、家事使用人を雇い入れる際のチェックリス

トが巻末記録として掲載されています。 . 

ガイドラインの対象者は、雇用主（家庭）、家政婦（夫）紹介所、

家事使用人で、労働基準法が適用除外とされている家庭と直接

労働契約を結ぶ家事使用人を対象者としています。

雇用主（家庭）や家事使用人には一般の労働者と同じように労

働契約法や職業安定法、労働者災害補償保険法の一部（労災保

険の特別加入に関する部分）などが適用されており、下記のよう

な法令が適用されます。

【表1] 雇用主（家庭）と家事使用人に適用される労働関係等法令

-— 
労働契約法

►労働契約It、ご家慶と家事便用人の対等な立湯における合重により、成立・震更

される．

►労働契約は、仕事と生活の●和にも配慮した、双方の合鵞により成立・変更される．

►双方とも、労働契約を遵守し、償濃に従い誡冥に権利を行便し纏務を履行しなければ

ならない．

►双方とも労働契約に基づく11利を濫用してはならない．
►ご蒙庭は家事使用人に提示する労働条件及び労働契約の内害について、寧事

便用人の環鱗を澤めるようにするとともに、労働契約の内喜についてできる震IJ

●面により確認する．

►ご蒙醒は労働看がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができる

よう必賽な配慮をする轟務．がある．

►ご拿属が、客観的に合環的な遭由を欠き、社会過念上捐当でない環由で行った解層

(-Ill!の11止めを含む）は薫効．1111間の定めのある労働契約（青1111労働襲約）の場合、

やむを得ない環由がある場合でなければ労働契約の1111間中に解雇できない．

労働看災喜 1 ► 蒙事便用人は．仕事をしているときや過動の1111こ複災した場合．保険の給付を
禰償俣険法 ll!けられる（ただし、蒙事便用人が労災保険に特別加入している場合に隕る）．

●婁安定法

►ご憲霰は、家事便用人を募纂する疇点で、労働条件を明示しなければならない．

►家政蠅（夫）紹介所は、求人1111111こついてJEllかつ量断の内専としなければならない．
►ご蒙露や家政蠅（夫）紹介所は、家事便用人の偏人111111を遍切に収纂、保●、便用

しなければならない．

►双方とも、槽利と畢務は、償曇に従い誡賽に行便・11行しなければならない．

►双方とも槽利の濫用は禁止されている．

民法 l ► 双方とも、鑢馴の支払い、雇用契約の鱗疇峙綱等の定めが適用される。
►双方とも、債務の不履行不法行為による損富を艶償する纏精がある．
►ご蒙慶には、蒙事便111人の行為に、罵用主としての賣任がある．

• 具体的には、①長崎間労働とならないよう労働峙間を讐題する.@過JI(な負担やストレスを与えないように仕事量や

指示の万法を麟璽する、⑤層段や浴槽での転tll閉止などのIf●を講じる、④●謬·Ill●の安全な侵い方を十分設明

するなどが考えられ蒙す．

家庭で家事使用人を雇用する際には、以下の5つの事項（家事

使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の

確保、労働契約の更新・終了時の適切な対応、保険の加入）に留
意することが必要です。

●労働契約の条件の明確化・適正化

雇用主は家事使用人と労働契約を結ぶ際に、家事使用人と話

し合った上で、［表2] （次ページ）の①から⑩の事項（主なもの）を

明確にし、また、口頭で伝えるだけではなく、書面、もしくは電子メー

ルなどで明示することで、雇用主と家事使用人の間のトラプルを

未然に防ぐことができます。

裏面へ続く→
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［表2] 労働契約条件

①雇用主の氏名、所在鳩、連絡先、冥際の婁務指示看

②就婁場所

®労働契約の期間（開始日と終了日）

④試用期間（試しに働く期間）の有慧・期間

⑥婁務の内容

④就婁時間等（始業・終婁峙刻、休慧時間、澤夜動(22時～

5峙）の有慧・回散・想定される峙間数、残婁の有慧·想定

される峙間散、泊まり込み・住み込みの有慧・日数・鰻蒙

峙間を含む）

⑦休日・休暇

®輯酬等（暢酬等の額（基磯的な輯酬、時間外手当・渫夜

手当、輯酬の増額に関する事項交通費、緒手当の有慧を

含む）、支払日、支払方法）

®退職に関する事項

⑭受動喫煙防止対攘

①から⑩に加え、あらかじめ業務で求める水準を示して家事使
用人と認識を合わせておくと、労働契約をめぐるトラプル発生を未

然に防ぐことができ、より良好な雇用関係につながります。

例えば、「家庭の味を勉強して調理してほしい」、「洗濯物はこの

くらい丁寧に干したり、アイロンがけをしたりしてほしい」などの要

望がある場合は、どこまで家事使用人が対応できるのかをすりあ

わせておくことが重要です。

報酬、就業時間、労働契約の期間、条件の変更、家事使用人

が行うことができる業務等について労働契約条件を適正にするこ

とも必要となります。

報酬の額は、同じような業務に従事する家事使用人の報酬や、

仕事の難易度、家事使用人の能力などを考慮して決定し、最低賃

金を下回るような低い水準となっていないかを確認し、家事使用

人と話し合った上で、適切な水準となるようにすることが重要です。

就業時間については、 1 日当たり8時間、 1週当たり40時間を上

限とすることが望ましく、就業時間が6時間を超える場合は45分

以上、 8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を就業時間の

途中に設け、健康確保の観点から、深夜勤がある場合は、 8時間

以上の睡眠時間を確保できるようにします。

同じ人に家事使用人としての業務と介護保険サービスの双方を

行ってもらう場合には、家事使用人の過里労働を防止するため、

雇用主はできる限り、介護保険サービスにより対応を依頼する時

間も含めて、家事使用人としての就業時間が上記で示した就業時

間におさまるよう、契約の段階で設定するなど、全体の就業時間

を踏まえた就業時間や休憩時間を設定することが望ましいです。

家事使用人は家事一般に従事する方であり、業務の水準は原

則として、一般的な日常生活の範囲内で求められる家事の水準で

あり、法令上資格がないとできない業務は、有資格者である場合

を除いて依頼しないでください。また、高度な家事業務や危険を

伴う作業などについて、一律に要求することは適切ではありません。

●適正な就業環境の確保

雇用主は、家事使用人が業務を行う上で不安に感じることがな
いよう、労働契約を結ぶ前も結んだ後も話し合いの場を設けるとよ

いでしょう。特に、業務で求める水準や労働契約の内容に関する

事項については、常日頃から家事使用人とコミュニケーションをと

ることが大切です。

始業・終業時刻を確認して、記録し、就業時間を適正に管理し、

就業中のケガが発生しないように家事使用人に対して注意を呼び

かけることも必要です。

家事使用人に業務を依頼する際は、あらかじめ決めた業務内容

の範囲を超えないように気をつけ、特に、介護保険サービスとして

の訪問介護と組み合わせて利用する場合、介護保険サービスと

家事使用人として行ってもらう業務を含む保険外サービスの違い

を明確化した上で、その双方について、ケアプラン上に明確に位

置づけられていることが必要です。その上で、その内容を家庭で

しっかり理解して、それぞれの業務の時間数についてどれくらいの

時間が必要かを把握しておくようにしましょう。

［表3] 介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合の留意点

家事便用人は、

・直撞、本人の援助に該当しない行為

・日鸞生活の橿動に該当しない行為

などについて行うことができます．

1例 1 介襲俣廉を利用していない寡簾のための
涜濯●環・貫い物・布団干しや主に介霞保鰻利用看が

便用するIll富など以外の揚障、お茶・貪事の手配を

含む来書の応損、戴むしり、花木の水やり、

ベットの憎話などについては9渾便111人として

行うことができます．

⑰巳冨⑳宣
なおこうした保険外サービスとして、罵用主の自己負担によって利用する場合には、

その峙間と介霞偉順サービスの疇1111 とが明確に区分される必賽があることに11鵞

してください．

u向 閂9Fヽ.. _ 

家事使用人の過重労働を防ぐ観点から、雇用主はできる霞り介襲倶険サーピスにより

対応を依籟する疇閏も含めた全体の訊婁疇閏を11!●し、 09●費約の彙件奮遍正に

し拿しょうの菖震疇鵬など(P10) に記載した時間内におさまるようにすることや、こう

した全体の就婁時間を踏まえた遍切な休慧休息時間を羅保するなど、必蔓な配慮を

することが望ましいです．また状況に応じて、層用主のご家族を含め、複数人で交藉割を

採って休ませるなど、家事使用人の健鑽に配慮してください．

●労働契約の更新・終了時の適切な対応、保険の加入
家事使用人を期間の定めのある労働契約（以下「有期労働契

約」という）で雇っている場合に、自動更新の労働契約を結んでい

なければ、基本的には労働契約の期間の満了日に契約は終了しま

す。ただし、労働契約の期間について5年を超えて更新する際は、

家事使用人が希望すれば、期間の定めのない労働契約（以下「無
期労働契約」という）にすることができます（無期転換ルール）。

有期労働契約の家事使用人が、雇用主（家庭）に対して無期転
換の申込みをした場合に、無期労働契約が成立し、雇用主は断る

ことができません。

家事使用人の家事能力や性格などに不満があるなど、辞めても

らいたいと思ったときでも、すぐに解雇や雇止めをするのではなく、

まずは、家事使用人と十分に話し合った上で円満に解決できるよ

うに努め、やむを得ず解雇や雇止めをする場合は、家事使用人が

突然仕事を失って困ることがないように、また、家事使用人にしつ

かりと納得してもらうために、以下を行うようにしましょう。

・家事使用人との労働契約を打ち切ろうとする時は、速やかに、

その旨を伝えましょう。目安としては30日前までに家事使用人に

伝えるか、 30日分以上の予告手当を支払うのがよいでしょう。
・家事使用人が解雇や雇止めの理由を求めたときは、その理由

を説明しましょう。

家事使用人に関係する保険には、大きく分けて以下の2種類が

存在します。雇用主は、家事使用人または家政婦（夫）紹介所に

対して、どのような保険に加入しているのかを確認しましょう。また、

それをお互いに事前に確認し、万が一の場合に備えておきましょう。

損害保険加入の有無

家事使用人が、就業先である家庭または第三者に対して、業務

に関連して損害を与えた場合に備えるための保険。

災害補償保険（労災保険の特別加入を含む）加入の有無
家事使用人が、業務が原因となって、自身がケガや病気をした

場合に備えるための保険。

※1 「家事使用人の実態把握のためのアンケート調直(PDF)J（労働政策研究・研修機構） (URL: https:/ /www.j il.go. jp/institute/research/2023/ docu ments/0230.pdf) 
※2 「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました（厚生労働省）（URL: https:/ /www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html) 
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